
わたしたちに

ちゃんと伝えてね。
つた

差別や偏見をなくしたいという気持ちはみんな同じ。
でも、「思っているだけ」では何も解決しません。
未来のこどもだちの笑顔のために、あなたは何を伝えますか？

みんなで考えよう

同和問題 「部落差別の解消の推進に関する法律」が
平成28年（2016年）12月16日に施行されました。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html 法務省　同和問題

同和問題（部落差別）への正しい知識と理解を。
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